
資料 ２ 

 

 

一般社団法人全国専門学校情報教育協会会員に関する規程 

 

 

第 1章 会員の入退会 

 

（目的） 

第 1 条 この規程は、定款第 7 条、第 8 条及び第 10 条の規定に基づき、定款第 6 条に定

める一般社団法人全国専門学校情報教育協会の会員の入会及び退会並びに入会金及

び会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（入会手続き） 

第 2 条 正会員として入会しようとする者は、この規程様式１に定める入会申込書を、理

事長に提出しなければならない。 

2 賛助会員として入会しようとする者は、この規程様式２に定める入会申込書を、

理事長に提出しなければならない。 

 

（入会の決定） 

第 3条 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを通知する。 

   2 但し、第２条第１項及び同条第２項に定める入会申込書が理事長に提出された時

点で理事長が承認した機関については次回理事会での可否決定までの間、仮会員と

して登録をする。但し、仮会員は議決権を有しない。 

 

（入会） 

第 4条 新たに入会した者は、第 3条の通知発送の日から 1カ月以内に入会金及び定款第

8条第 2項に掲げる入会の事業年度の会費を納付しなければならない。  

2 新たに入会した者は、入会を決定した理事会開催時における事業年度の入会とし、

当該事業年度の事業報告書に記載するものとする。 

 

（再入会及び復会） 

第 5条 正会員及び賛助会員であった者で、定款第 10条により退会した者が再び入会する

場合には、新入会と同様の入会手続きをしなければならない。 

 



（退会手続き） 

第 6 条 本会を退会する正会員および賛助会員は、退会日および理由を記した書面を理事

長に提出しなければならない。 

 

 

第 2章 会費及び入会金 

 

（会費、入会金） 

第 7 条 定款第 8 条第 1 項に定める会費の 1 事業年度における金額は、次の各号に掲げ

るものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

   2 会費は当該事業年度の 6月末日（以下、「会費納入期限」という）までに納入しな

ければならない。 

   3 仮会員が理事会で承認を受けた時点で、仮会員期間にさかのぼって会費を徴収す

る。 

 

 

第 3章 会費滞納会員 

 

（資格喪失） 

第 8条 会員が会費納入期限後 1年(翌年 6月末日）を経過しても会費を納入しない場合に

は、定款第 12条第 1項の規定により当該会員は資格を喪失する。 

 

（規程の改正） 

第 9条 この規程の改正は、理事会の決議により行う。 

 

附則 

 この規程は、平成２３年１２月１６日より適用する。 

 この規程は、平成２９年２月６日より改正適用する。 


